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コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル

〜
イ
ン
ド
に
お
け
る
取
引
所
運
営
の
汚
点
〜

吉
川　

真
裕

　

ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
ス
ト
ッ
ク
・
エ
ク
ス
チ
ェ
ン
ジ
・
オ
ブ
・
イ
ン
デ
ィ
ア
（
Ｎ
Ｓ
Ｅ
）
は
一
九
九
二
年
に
設
立
さ
れ
た
取
引
フ
ロ
ア

を
持
た
な
い
電
子
取
引
所
で
あ
り
、
一
九
九
四
年
六
月
三
〇
日
に
ホ
ー
ル
セ
ー
ル
債
券
市
場
セ
グ
メ
ン
ト
で
、
一
九
九
四
年
一
一
月

三
日
に
株
式
セ
グ
メ
ン
ト
で
取
引
を
開
始
し
、
一
年
で
イ
ン
ド
の
中
心
市
場
で
あ
っ
た
ボ
ン
ベ
イ
証
券
取
引
所
（
Ｂ
Ｓ
Ｅ
）
を
上
回

り
、
後
発
取
引
所
が
主
市
場
に
と
っ
て
代
わ
る
と
い
う
世
界
的
に
見
て
も
珍
し
い
成
果
を
実
現
し
た
。
そ
し
て
、
二
〇
〇
〇
年
八
月

三
一
日
に
ニ
フ
テ
ィ
株
価
指
数
先
物
、
二
〇
〇
一
年
七
月
九
日
に
ニ
フ
テ
ィ
株
価
指
数
オ
プ
シ
ョ
ン
と
個
別
株
オ
プ
シ
ョ
ン
、
二
〇

〇
三
年
八
月
に
金
利
先
物
、
二
〇
〇
六
年
一
二
月
に
ニ
フ
テ
ィ
銀
行
株
指
数
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
、
二
〇
〇
八
年
八
月
に
外
為
先
物
、

二
〇
〇
九
年
三
月
三
日
に
ミ
ニ
株
価
指
数
先
物
・
オ
プ
シ
ョ
ン
、
二
〇
一
一
年
七
月
に
外
為
オ
プ
シ
ョ
ン
の
取
引
を
開
始
し
、
デ
リ

バ
テ
ィ
ブ
取
引
で
も
Ｂ
Ｓ
Ｅ
等
を
上
回
る
取
引
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
二
〇
一
九
年
以
降
、
契
約
数
で
は
世
界
最
大
の
デ
リ
バ
テ
ィ

ブ
取
引
所
と
な
っ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
特
定
業
者
に
対
し
て
優
先
的
に
注
文
執
行
を
提
供
し
て
い
る
と
い
う
疑
惑
が
二
〇
一
五
年

に
持
ち
上
が
り
、
Ｎ
Ｓ
Ｅ
に
逮
捕
者
が
で
る
と
い
う
事
態
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。

　

本
稿
で
は
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
概
要
を
紹
介
し
、
取
引
所
運
営
と
監
督
機
関
・
政
治
家
と
の
関
係
に

つ
い
て
考
察
す
る
。
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１　

疑
惑
の
浮
上

　

二
〇
一
五
年
七
月
八
日
、
イ
ン
ド
の
経
済
誌
マ
ネ
ー
ラ
イ
フ
が
特
定
の
業
者
に
注
文
執
行
を
迅
速
に
お
こ
な
う
方
法
を
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の

関
連
会
社
が
提
供
し
て
い
る
と
い
う
疑
惑
を
報
じ
た
。
そ
し
て
、
七
月
一
九
日
に
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ヘ
ッ
ジ
フ
ァ
ン
ド
が
イ
ン
ド

の
証
券
取
引
監
督
機
関
で
あ
る
イ
ン
ド
証
券
取
引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
）
に
一
月
一
四
日
付
け
で
送
付
し
た
文
書
の
写
し
を
得
て
い

る
こ
と
が
マ
ネ
ー
ラ
イ
フ
誌
上
で
報
じ
ら
れ
た
。
七
月
二
一
日
に
は
Ｎ
Ｓ
Ｅ
が
マ
ネ
ー
ラ
イ
フ
に
対
し
て
文
書
の
公
開
差
し
止
め
と

一
〇
億
ル
ピ
ー
の
損
害
賠
償
を
求
め
る
訴
訟
を
開
始
し
、こ
の
疑
惑
は
注
目
を
集
め
る
こ
と
に
な
っ
た
（
１
）（

二
〇
一
七
年
九
月
一
二
日
、

ボ
ン
ベ
イ
高
等
裁
判
所
は
、
①
Ｎ
Ｓ
Ｅ
は
マ
ネ
ー
ラ
イ
フ
に
対
し
て
三
〇
万
ル
ピ
ー
の
賠
償
金
を
支
払
う
こ
と
、
②
Ｎ
Ｓ
Ｅ
は
ボ
ン

ベ
イ
の
マ
ジ
ナ
病
院
と
タ
タ
記
念
病
院
に
対
し
て
四
七
〇
万
ル
ピ
ー
の
寄
付
を
す
る
こ
と
、
③
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
の
ヘ
ッ

ジ
フ
ァ
ン
ド
に
よ
る
主
張
に
関
す
る
調
査
を
お
こ
な
う
こ
と
を
命
じ
た
（
２
））。

　

Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
に
書
簡
を
送
っ
た
フ
ォ
ン
（K
en Fong

）
氏
に
よ
る
と
、Ｏ
Ｐ
Ｇ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
と
い
う
業
者
は
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
を
使
用
し
て
Ｎ
Ｓ
Ｅ
で
六
〇
〇
億
ル
ピ
ー
を
超
え
る
取
引
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
オ
ム
ネ
シ
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
と
い
う
Ｎ
Ｓ

Ｅ
の
関
連
会
社
が
Ｏ
Ｐ
Ｇ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
に
取
引
ソ
フ
ト
ウ
ェ
ア
を
提
供
し
て
い
た
。
バ
ン
ガ
ロ
ー
ル
を
拠
点
と
す
る
フ
ロ
ン

ト
エ
ン
ド
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
・
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
で
あ
る
オ
ム
ネ
シ
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
は
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
会
員
業
者
に
取
引
ソ
フ
ト
ウ
ェ

ア
を
販
売
し
、
他
の
人
に
先
ん
じ
て
取
引
所
の
サ
ー
バ
ー
に
接
続
す
る
方
法
を
提
供
し
て
恩
恵
を
与
え
た
だ
け
で
な
く
、
ク
ラ
イ
ア

ン
ト
と
の
利
益
分
配
の
取
り
決
め
も
お
こ
な
っ
て
い
た
。
さ
ら
に
、
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
完
全
子
会
社
が
オ
ム
ネ
シ
ス
の
二
六
％
の
株
式
（
二

番
目
の
大
株
主
）
を
大
幅
な
割
引
で
取
得
し
て
お
り
、
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
当
時
の
副
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
チ
ト
ラ
・

ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
女
史
が
オ
ム
ネ
シ
ス
・
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
ズ
の
取
締
役
会
に
名
を
連
ね
て
い
た
。
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２　

Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
対
応

　

二
〇
一
五
年
一
一
月
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
テ
ク
ニ
カ
ル
・
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
・
コ
ミ
テ
ィ
が
一
月
に
届
い
た
文
書
の
内
容
の
検
討
を
開

始
し
、二
〇
一
六
年
三
月
に
法
廷
会
計
学
（Forensic accounting

）
の
手
法
を
用
い
て
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
取
引
シ
ス
テ
ム
や
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
収
入
に
つ
い
て
調
査
す
る
こ
と
を
役
員
会
に
提
言
し
た
。
こ
れ
を
受
け
て
デ
ロ
イ
ト
が
報
告
書
を
作
成
し
、
複
数
の
会
員
業
者

が
優
先
的
に
サ
ー
バ
ー
に
ア
ク
セ
ス
し
て
い
た
こ
と
を
確
認
し
て
、
一
二
月
二
三
日
に
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
役
員
会
に
提
出
し
た
（
３
）。

　

二
〇
一
七
年
五
月
二
二
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
Ｎ
Ｓ
Ｅ
と
一
四
人
の
幹
部
に
対
し
て
裁
判
所
へ
の
出
頭
命
令
を
送
付
し
、
七
月
に
は
一

四
人
の
う
ち
一
二
人
の
Ｎ
Ｓ
Ｅ
幹
部
は
罪
状
認
否
を
し
な
い
ま
ま
罰
則
を
受
け
入
れ
る
コ
ン
セ
ン
ト
・
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
い
う
交
渉
方

法
を
裁
判
所
に
提
供
し
た
（
４
）。

そ
し
て
、
二
〇
一
八
年
七
月
五
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
Ｎ
Ｓ
Ｅ
に
対
し
て
取
締
役
や
幹
部
職
員
が
規
則
違
反

を
お
こ
な
っ
た
と
い
う
判
断
を
開
示
し
た
（
５
）（

な
お
、二
〇
一
八
年
五
月
二
八
日
に
中
央
捜
査
局（
Ｃ
Ｂ
Ｉ
）は
Ｏ
Ｐ
Ｇ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー

ズ
の
サ
ン
ジ
ェ
イ
・
グ
プ
タ
と
ア
マ
ン
・
コ
ク
ラ
デ
ィ
、
大
学
教
授
の
ア
ジ
ェ
イ
・
シ
ャ
ー
、
匿
名
の
Ｎ
Ｓ
Ｅ
と
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
ス
タ
ッ

フ
を
告
発
し
て
い
た
（
６
））。

　

二
〇
一
九
年
四
月
三
〇
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
こ
の
問
題
に
関
し
て
以
下
の
五
つ
の
命
令
を
公
表
し
た
（
７
）。

①　

Ｎ
Ｓ
Ｅ
は
六
二
億
四
八
九
〇
万
ル
ピ
ー
お
よ
び
二
〇
一
四
年
四
月
一
日
以
降
の
こ
の
金
額
に
対
す
る
一
二
％
の
金
利
を
支
払

い
、
六
カ
月
間
資
金
調
達
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
、

②　

Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
マ
ネ
ー
ジ
ン
グ
・
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
で
あ
っ
た
ラ
ヴ
ィ
・
ナ
ラ
イ
ン
と
チ
ト
ラ
・
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
は
在
職
時
の

給
与
の
二
五
％
を
支
払
い
、
五
年
間
上
場
企
業
ま
た
は
金
融
機
関
へ
の
関
与
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
、

③　

ア
ジ
ャ
イ
・
シ
ャ
ー
、
イ
ン
フ
ォ
テ
ッ
ク
・
フ
ァ
イ
ナ
ン
シ
ャ
ル
ズ
の
取
締
役
で
あ
っ
た
ス
ニ
タ
・
ト
ー
マ
ス
と
ク
リ
シ
ュ

ナ
・
ダ
グ
リ
、
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
ス
プ
ラ
バ
ッ
ト
・
ラ
ラ
は
二
年
間
資
本
市
場
に
関
わ
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
、
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④　

Ｏ
Ｐ
Ｇ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
と
そ
の
取
締
役
は
一
億
五
五
七
〇
万
ル
ピ
ー
お
よ
び
二
〇
一
四
年
四
月
七
日
以
降
の
こ
の
金
額

に
対
す
る
一
二
％
の
金
利
を
支
払
い
、
一
年
間
の
新
規
顧
客
契
約
の
禁
止
、
五
年
間
の
自
己
売
買
の
禁
止
、
サ
ン
ジ
ェ
イ
・
グ

プ
タ
、
サ
ン
ジ
ー
タ
・
グ
プ
タ
、
オ
ン
・
プ
ラ
カ
シ
ュ
・
グ
プ
タ
は
五
年
間
資
本
市
場
の
利
用
を
禁
じ
ら
れ
る
こ
と
、

⑤　

Ｎ
Ｓ
Ｅ
は
六
億
二
五
八
〇
万
ル
ピ
ー
お
よ
び
二
〇
一
五
年
九
月
一
一
日
以
降
の
こ
の
金
額
に
対
す
る
一
二
％
の
金
利
を
支
払

う
こ
と
、
ウ
ェ
イ
・
ツ
ー
・
ウ
ェ
ル
ス
は
一
億
五
三
四
〇
万
ル
ピ
ー
お
よ
び
二
〇
一
五
年
九
月
一
一
日
以
降
の
こ
の
金
額
に
対

す
る
一
二
％
の
金
利
を
支
払
い
、
Ｇ
Ｋ
Ｎ
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ズ
は
四
九
〇
〇
万
ル
ピ
ー
お
よ
び
二
〇
一
五
年
九
月
一
一
日
以
降

の
こ
の
金
額
に
対
す
る
一
二
％
の
金
利
を
支
払
い
、
一
年
間
の
新
規
顧
客
契
約
の
禁
止
、
二
年
間
の
自
己
売
買
を
禁
止
さ
れ
る

こ
と
、
サ
ム
パ
ー
ク
・
イ
ン
フ
ォ
テ
イ
メ
ン
ト
は
二
年
間
新
規
の
テ
レ
コ
ム
・
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
禁
止
さ
れ
る
こ
と
。

　

二
〇
二
〇
年
一
月
一
六
日
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
二
〇
一
七
年
五
月
に
出
頭
命
令
を
出
し
た
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
一
四
人
の
幹
部
の
う
ち
九
人
に
対

し
て
は
免
責
決
定
を
お
こ
な
っ
た
が
、
事
態
が
収
束
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
チ
ト
ラ
・
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
女
史
に
つ
い
て
は

マ
ネ
ー
・
ロ
ン
ダ
リ
ン
グ
疑
惑
や
盗
聴
疑
惑
に
加
え
て
、
最
高
業
務
責
任
者
の
任
命
や
ヒ
マ
ラ
ヤ
の
ヨ
ガ
行
者
へ
の
重
要
情
報
漏
洩

問
題
も
取
り
沙
汰
さ
れ
、
二
〇
二
〇
年
三
月
七
日
に
は
Ｃ
Ｂ
Ｉ
に
よ
っ
て
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
事
態
に
及
ん
で
い
る
（
８
）（

Ｃ
Ｂ
Ｉ
は
Ｓ

Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
捜
査
が
不
十
分
で
あ
り
、
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
自
身
の
事
件
へ
の
関
与
も
あ
り
え
る
と
い
う
姿
勢
を
見
せ
て
い
る
）。

　

取
引
所
の
ト
ッ
プ
が
在
任
時
の
お
こ
な
い
で
逮
捕
さ
れ
る
と
い
う
前
代
未
聞
の
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
は
イ
ン
ド
国
外
で
は
ほ
と
ん
ど
報

じ
ら
れ
て
い
な
い
が
、そ
の
取
引
所
が
従
来
の
主
市
場
に
短
期
間
で
と
っ
て
か
わ
り
、世
界
最
大
の
デ
リ
バ
テ
ィ
ブ
取
引
所
に
も
な
っ

て
い
る
と
い
う
事
実
は
見
過
ご
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
チ
ト
ラ
・
ラ
ー
マ
ク
リ
シ
ュ
ナ
女
史
は
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
創

業
時
か
ら
の
中
心
メ
ン
バ
ー
の
ひ
と
り
で
も
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
特
定
個
人
や
少
数
の
利
害
関
係
者
の
結
託
で
あ
れ
ば
話
は
簡
単
で

あ
る
が
、
発
覚
か
ら
八
年
を
経
て
も
真
相
が
究
明
さ
れ
て
い
な
い
問
題
と
な
る
と
背
後
に
捜
査
を
妨
害
す
る
大
き
な
力
が
働
い
て
い
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る
か
ら
で
は
な
い
の
か
と
疑
り
た
く
も
な
る
。

３　

疑
惑
の
背
景

　

Ｃ
Ｂ
Ｉ
が
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
事
件
へ
の
関
与
を
疑
う
の
に
は
理
由
が
あ
る
。
二
〇
一
〇
年
一
月
に
Ｎ
Ｓ
Ｅ
が
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
サ
ー

ビ
ス
を
導
入
し
た
際
、
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
規
則
変
更
に
対
し
て
監
督
機
関
で
あ
る
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
パ
ブ
リ
ッ
ク
・
コ
メ
ン
ト
を
求
め
る
と
い
う

通
常
の
手
続
き
を
省
略
し
て
い
た
（
９
）。

Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
が
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
問
題
に
直
接
関
与
し
て
い
た
と
は
考
え
に
く
い
が
、

Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
が
通
常
の
手
続
き
を
踏
ま
な
か
っ
た
と
い
う
事
実
が
Ｎ
Ｓ
Ｅ
に
対
す
る
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
追
及
の
手
を
緩
め
る
こ
と
に
な
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
見
方
は
多
い
。

　

ま
た
、
他
国
で
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
監
督
機
関
の
役
員
や
職
員
が
監
督
さ
れ
る
側
に
転
職
す
る
と
い
う
こ
と
は
よ
く
あ
り
、
先

輩
が
天
下
り
先
に
い
る
間
は
処
罰
に
手
心
が
加
え
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
Ｎ
Ｓ
Ｅ
と
つ
な
が
り
の
な
い
Ｃ
Ｂ
Ｉ
か
ら

す
れ
ば
Ｎ
Ｓ
Ｅ
と
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
は
完
全
に
独
立
し
た
主
体
で
は
な
く
、
と
り
わ
け
上
層
部
で
の
つ
な
が
り
は
エ
リ
ー
ト
・
フ
ァ
ミ
リ
ー

ど
う
し
の
人
間
的
な
つ
な
が
り
も
含
め
て
完
全
に
独
立
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
は
難
し
い
だ
ろ
う
。

　

さ
ら
に
、
監
督
機
関
で
あ
る
Ｓ
Ｅ
Ｂ
Ｉ
の
役
員
人
事
や
取
引
所
の
役
員
人
事
に
は
政
治
家
の
関
与
も
絡
ん
で
く
る
。
Ｐ
チ
ダ
ン
バ

ラ
ム
は
財
務
省
が
彼
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
下
に
あ
っ
た
二
〇
〇
四
年
か
ら
二
〇
一
四
年
ま
で
の
統
一
進
歩
同
盟
（
Ｕ
Ｐ
Ａ
）
の
支
配

下
で
、
資
本
市
場
の
ジ
ョ
イ
ン
ト
・
セ
ク
レ
タ
リ
ー
お
よ
び
ア
デ
ィ
シ
ョ
ナ
ル
・
セ
ク
レ
タ
リ
ー
を
最
も
長
く
務
め
て
い
た
彼
の
側

近
Ｋ
Ｐ
ク
リ
シ
ュ
ナ
ン
の
間
に
権
力
を
乱
用
し
た
と
し
て
非
難
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
Ｐ
チ
ダ
ン
バ
ラ
ム
が
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
コ
ロ
ケ
ー

シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
た
と
い
う
主
張
も
あ
る）10
（

。

　

Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
概
要
は
明
ら
か
に
な
っ
た
が
、
細
部
に
お
い
て
は
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
こ
と
が
生
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じ
た
の
か
と
い
う
点
で
疑
問
が
残
る
。
世
界
的
に
見
て
も
数
少
な
い
取
引
所
の
成
功
物
語
を
短
期
間
に
成
し
遂
げ
た
Ｎ
Ｓ
Ｅ
が
特
定

利
用
者
を
優
遇
す
る
と
同
時
に
自
ら
も
不
当
な
利
益
の
一
部
を
得
る
と
い
う
こ
と
が
な
ぜ
生
じ
た
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
合
点

が
い
か
な
い
。
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
の
知
識
で
は
進
ん
で
い
て
も
社
会
正
義
と
い
う
観
点
で
は
遅
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ

う
か
。
特
定
の
個
人
や
一
部
の
集
団
が
間
違
い
を
起
こ
す
こ
と
が
あ
っ
て
も
社
会
と
し
て
は
容
認
し
な
い
と
い
う
こ
と
が
必
要
で
あ

り
、
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
を
通
じ
て
イ
ン
ド
の
証
券
界
や
社
会
が
よ
り
良
く
な
っ
て
い
く
こ
と
が
望
ま
れ
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
も
コ
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
の
真
相
究
明
が
必
要
で
あ
り
、
Ｃ
Ｂ
Ｉ
を
中
心
と
し
た
捜
査
当
局
の

一
層
の
活
躍
が
期
待
さ
れ
る
。

　

取
引
市
場
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
、
取
引
所
は
ど
の
よ
う
に
運
営
さ
れ
る
べ
き
か
、
取
引
所
と
監
督
機
関
と
の
関
係
は
ど
う
あ
る
べ

き
か
、
市
場
や
監
督
機
関
に
対
す
る
政
治
的
な
介
入
を
ど
の
よ
う
に
予
防
す
べ
き
か
と
い
っ
た
多
く
の
問
題
に
つ
い
て
Ｎ
Ｓ
Ｅ
の
コ

ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ス
キ
ャ
ン
ダ
ル
か
ら
考
え
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
海
の
向
こ
う
の
極
端
な
事
例
で
は
あ
る
が
、
他
山
の
石

と
し
て
、
こ
れ
を
機
に
考
え
て
み
る
の
も
意
味
の
あ
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
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